
老人ホーム みさと　利用料確認書

項目

【ご注意】
・入居までに要介護認定の申請、被保険者証を取得ください。
・入居までに包括支援センターもしくは居宅介護支援センターより介護支援専門員（ケアマネジャー）の選任をして
　ください。
・入居日より訪問介護の支援を受けられるようにケアマネジャーと利用者もしくは利用者家族と当施設担当者と
　打ち合わせが必要となります。
　※訪問介護のケアプランが遅れると、訪問介護利用料が自己負担となります。ご注意ください。
・3ヶ月以内での退所の場合はおためし料金となります。
・契約者代理（身元引受）人の年齢が 65 歳以上の場合、2名以上の契約者代理人の署名が必要となります。
・死亡・入院以外での退去の場合、退去 1か月前に退去申込書が必要です。
　※1か月以内での退去の場合、1か月分の利用料を請求致します。

家賃

食材費

光熱費

運営管理費

1日

30 日の
合計

要介護 1要支援 要介護 2 要介護 3 要介護 4

利用料：要介護度で変更（円）

上記料金に介護保険料は含まれておりません

有限会社 緑風会

※オムツや日用品は（株）アメニティに委託。オムツ利用者 1日 600 円リハパン利用者 1日 550 円
※年末年始（12/30,31,1/1,2,3）は追加料金（1日につき 5,000 円）が必要です。

利用料の説明を受けました。　　　令和　　年　　月　　日

印利用者家族・代理 

要介護 5 おためし

1,1001,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

1,2001,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

600600 600 600 600 600 600

1,7702,370 1,770 1,470 1,350 1,175 2,370

4,6705,270 4,670 4,370 4,250 4,075 6,270

140,100158,100 140,100 131,100 127,500 122,250 188,100

※上記料金の他、オムツ等介護用品・日用品や医療費は別途加算されます。


